
 

日米貿易協定による長野県の農林産物の 
生産額への影響（試算）について 

長野県ＴＰＰ等農業分野等対策本部 

国が令和元年 12 月に公表した『日米貿易協定による農林水産物の生産額への影響につい

て（試算）』に準じて、合意内容の最終年における生産額への影響を算出した。対象品目に

ついては、国が対象とした品目に加え、県の生産額が 10 億円以上で影響が見込まれる園芸

品目を独自に追加した。本県農林産物への影響額（生産減少額）は、日米貿易協定で    

14 億 4,100 万円、日米貿易協定とＴＰＰ11 を合わせた場合で 25 億 1,000 万円となった。 

 

１ 品目の選定方法 
試算の対象品目については、ＴＰＰ12（平成 28 年 2 月）やＴＰＰ11（平成 30 年 2 月）

に係る県影響試算と同じ基準を適用し、以下のとおりとした。 

 

【日米貿易協定の試算対象品目】 

ア）国が試算した関税率 10%以上かつ国内生産額 10 億円以上の品目である、33 品目（本 

県で該当した農畜産物９品目） 

イ）本県の平成 30 年産の生産額が 10 億円以上の品目で、国が平成 27 年 11 月に公表し

た定性分析において「影響は限定的」とされている品目（３品目） 

※従前から関税が設定されていない「花き」、国の定性分析において「影響は見込み難い」「評

価していない」とした品目、日米貿易協定の関税削減対象から除外され影響が見込まれな

い品目は除く 

 

 

 

 

【日米貿易協定と TPP11 を合わせた場合の試算対象品目】 

ア）国が試算した関税率 10%以上かつ国内生産額 10 億円以上の品目である、33 品目（本 

県で該当した農畜産物 10 品目、林産物 1 品目） 

イ）本県の平成 30 年産の生産額が 10 億円以上の品目で、国が平成 27 年 11 月に公表し

た定性分析において「影響は限定的」とされている品目（５品目） 

※従前から関税が設定されていない「花き」、国の定性分析において「影響は見込み難い」「評

価していない」とした品目、日米貿易協定の関税削減対象から除外され影響が見込まれな

い品目は除く 

 

 

 

 

小麦、大麦、りんご、レタス、セルリー、ブロッコリー、加工用トマト、牛肉、 
豚肉、牛乳乳製品、鶏肉、鶏卵 

試算対象品目 【合計 12 品目（下線は県独自品目）】 

米、小麦、大麦、りんご、ぶどう、レタス、セルリー、ブロッコリー、加工用トマト、
アスパラガス、牛肉、豚肉、牛乳乳製品、鶏肉、鶏卵、合板等 

試算対象品目 【合計 16 品目（下線は県独自品目）】 

資料２  



 

【参考（ＴＰＰ12 の試算対象品目）】 

ア）国が試算した関税率 10%以上かつ国内生産額 10 億円以上の品目である、33 品目（本 

県で該当したもの農畜産物 10 品目、林産物 1 品目） 

イ）本県の平成 26 年産の生産額が 10 億円以上の品目で、国が平成 27 年 11 月に公表し

た定性分析において「影響は限定的」とされている品目（8 品目） 

※従前から関税が設定されていない「花き」、国の定性分析において「影響は見込み難い」「評

価していない」とした品目は対象から除く 

 

 

 

２ 試算方法 

（１）国が試算を行った品目については、国の試算方法※に準じて試算を行い上限値・下限

値の区分はせず影響が最大になると見込まれる額（下限値）を適用 

（２）国が試算を行っていない品目については、輸入される時期と本県の出荷時期との違

いや、県産品と輸入品の品質面等から、国の算出方法の（２）の競合しない部分を該

当させ、「競合する部分の価格低下率の 1/2 の割合で価格が低下すると見込む」方法を

用いて試算 

（３）影響試算の品目別価格は、TPP12 や TPP11 の県影響試算と同様、国が示した国産

品価格を使用 

※＜参 考：国の試算方法＞ 

（１）内外価格差、品質格差等の観点から、品目ごとに輸入品と競合する部分と競合しない部
分に二分 

（２）価格については、原則として競合する部分は関税削減相当分の価格が低下し、競合しな
い部分は競合する部分の価格低下率の 1/2 の割合で価格が低下すると見込む 

（３）生産量については、国内対策の効果を考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米、小麦、大麦、りんご、ぶどう、レタス、セルリー、ブロッコリー、トマト 
加工用トマト、アスパラガス、いちご、ばれいしょ、牛肉、豚肉、牛乳乳製品、 
鶏肉、鶏卵、合板等 

試算対象品目 【合計 19 品目（下線は県独自品目）】 



日米貿易協定による県産農林産物の生産額への影響 

           日米貿易協定：14 億 4,100 万円減少 

日米貿易協定と TPP11 を合わせた場合：25 億 1,000 万円減少 

                               

 品  目 
H30 年県生産額 

（百万円） 

影響額（百万円） 

日米貿易協定 
日米貿易協定と TPP11

を合わせた場合 

穀類 

米 ４８，５００ 除外 ０ 

小 麦 ３２３ ３１ ５９ 

大 麦 ８１ １ ７ 

果樹 

りんご ２７，４６８ 

 （生果）０ （生果）０ 

（果汁）６２ （果汁）６２ 

ぶどう ２０，７１０ 除外 ３４２ 

野菜 

レタス ２２，９８０ ３４６ ３４６ 

セルリー ２，８８１ ２０ ２０ 

ブロッコリー ４，１００ ３４ ３４ 

加工用トマト ３３５ ０ ０ 

アスパラガス ２，８８０ 除外 ２６ 

畜産 

牛 肉 ８，４５４ ６４６ １，０９９ 

豚 肉 ５，３９１ ２７１ ３１８ 

牛乳乳製品 １０，５７７ ２５ ２８ 

鶏 肉 ２，９０５ ２ ２ 

鶏 卵 １，７８５ ３ ３ 

農 産 物 計 ２９８，３００ １，４４１ ２，３４６ 

林産物 合板等 ２，８２７ 除外 １６４ 

合      計 ３０１，１２７ １，４４１ ２，５１０ 

県試算対象品目数 １２品目 １６品目 

  ※下線は県独自に試算した品目 

  ※農産物の生産額計には、標記以外の品目の生産額を含む 

  ※「除外」は日米貿易協定において関税削減等の対象から除外された品目 



【参考】ＴＰＰ12 による県産農林産物の生産額への影響（H28.2 県試算） 

 

ＴＰＰ１２：24 億 1,400 万円減少 

 品  目 H26 生産額（百万円） 
影響額（百万円） 

ＴＰＰ12 

穀 類 

米 ４０，２３５ ０ 

小 麦 ２８７ ５６ 

大 麦 ６４ ６ 

果 樹 

りんご ２７，９７３ 

（生果）  ０ 

（果汁） ６８ 

ぶどう １４，５９５ ３８４ 

野 菜 

レタス ２８，２４３ ３８７ 

セルリー ２，６６６ ２２ 

ブロッコリー ２，６４７ ２３ 

トマト １，８２４ ５７ 

加工用トマト ５２２ ４ 

アスパラガス ２，２５４ ２４ 

いちご １，４９３ ５３ 

ばれいしょ １，００２ ２４ 

畜 産 

牛 肉 ８，４８６ ８４３ 

豚 肉 ５，４０５ ３２４ 

牛乳乳製品 １１，０１０ ３１ 

鶏 肉 ２，２２５ ０ 

鶏 卵 １，９６９ ５ 

農 産 物 計 ２８１，７００ ２，３１１ 

林産物 合 板 等 １，７１６ １０３ 

合      計 ２８３，４１６ ２，４１４ 

県試算対象品目 １９品目 

  ※下線は県独自に試算した品目 

※H26 生産額の計の欄には、表記以外の品目の生産額を含む。 



【参考】日米貿易協定による農林水産物の生産額への影響（国の試算） 

       日米貿易協定：約 600～約 1,100 億円減少 

日米貿易協定と TPP11 を合わせた場合：約 1,200 億～約 2,000 億円減少 

 品 目 

影響額（億円） 

日米貿易協定 
日米貿易協定と 

TPP11 を合わせた場合 

穀類 

米 除外 0 

小 麦 34 65 

大 麦 0.5 4 

果樹 
りんご 2～5 3～7 

ぶどう 除外 影響は限定的 

野菜 

レタス 影響は限定的 影響は限定的 

セルリー 影響は限定的 影響は限定的 

ブロッコリー 影響は限定的 影響は限定的 

加工用トマト 0 0 

アスパラガス 除外 影響は限定的 

畜産 

牛 肉 237～474 393～786 

豚 肉 109～217 148～296 

牛乳乳製品 161～246 182～276 

鶏 肉 16～32 16～32 

鶏 卵 24～48 24～48 

農産物計 603～1,096 914～1,620 

林産物 TPP:合板等 除外 243 

農林水産物計(全品目) 603～1,096 1,214～1,977 

※下線は県独自に試算対象とした品目で国は試算していない。 

※「影響は限定的」等の定性分析については、TPP11 及び TPP12 の影響試算にあたり、国が示した「品

目毎の農林水産物への影響について（H29.12、H27.11）」の考え方を準用した。 

   ※農産物計及び農林水産物計については上記以外で国の試算対象となった品目を含む影響額 


